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川崎町児童教室令和８年度児童募集要項
川崎・碁石・今宿児童教室
１、対象児童
　　・町内の小学校に就学している児童で、その保護者が就労等により保育の時間が
確保できない児童
	N0
	保育を必要とする事由
	必要書類

	①
	就労（フルタイム、パートタイム、夜間、自営業などの居宅内労働など）就労時間が月６４時間
以上従事していること。
	○就労証明書

	②
	妊娠、出産
	○母子健康手帳の写し

	③
	保護者の疾病、障害
	○診断書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳いずれかの写し

	④
	同居又は長期入院等している親族の介護・看護
	○被介護者又は被看護者の診断書、介護又は看護の状況等が分かる書類等

	⑤
	災害復旧
	○り災証明書等

	⑥
	求職活動（起業準備を含む）
	○求職活動専念申立書

	⑦
	就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）
	○在学証明書、学生証の写し、在学中の講義スケジュールが分かるものいずれか

	⑧
	その他、上記に類する状態として教育委員会が
認める場合
	○教育委員会が必要と認める書類


２、開室時間について
　　・授業終了後～18:00　
　　・長期休業期間（春休み等）は8:00～18:00
　　・勤務地、勤務時間等により18:００の迎えが困難な場合には18:30を限度に延長することができます。利用時間の延長を申請する場合は各児童教室に申し出てください。
３、利用手続きの流れ
　①「児童教室登録申請書」等の提出【各児童教室または幼児教育課（かわさきこども園内）へ】
　②申請受理　　　　【川崎町教育委員会】　　
③登録の選考　　　【児童教室運営協議会】　（1月中）
④決定通知書の交付【川崎町教育委員会】　　（2月中）
４、募集期間

・令和７年10月２０日（月）～11月１４日（金）
※その他、随時受付を行っていますが、募集期間内の提出にご協力ください。
なお、期限後に提出された場合は、利用定員等により登録できない場合がありますので
ご了承願います。
５、利用制限について
　　・川崎町児童教室管理規則により、以下に該当する場合は、児童教室の入室を停止又は児童教室の登録を取り消す場合があります。
　　　①　児童が疾病その他の事由により集団生活に適さないとき。
②　長期間にわたり利用しないとき。
③　特別な理由がなく保護者が利用料を滞納したとき。　

④　管理運営上不適当と認めた場合　など
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《裏面もご覧ください》
６、利用料金について
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　　①生活保護世帯等　　　　 0円/月

②所得税非課税世帯　1,000円/月　　　＋　実費負担金（おやつ代等）1,500円/月

③前記以外の世帯　　2,000円/月　　　◎利用料と実費負担金を合算した金額が納付額です。
※児童教室を利用しているお子様が２人以上いるご家庭は、利用料（実費負担金を除く）
減免を行っています。利用しているお子様のうち、最年長のお子様を１人目とカウントし、その下の子（２人目）は半額、３人目以降を全額免除となります。　
※年度途中で利用の状況に変更が生じた場合、利用料が変更になる場合があります。
７、登録に必要な書類について

　　①児童教室登録申請書
　　②利用料等納入誓約書
　　　・利用料等納入誓約書は、記入した原本（署名捺印済み）になります。（コピーは不可）
・保護者、保証人（同一世帯不可）の署名捺印も必要です。

・お子様1人につき原本を1枚、提出して下さい。
③就労証明書または求職活動専念申立書
・就労証明書は、国が定めた（こども園と共通の）様式です。
・必要事項を記入したものをコピーして、添付していただいて構いませんが、お子様1人につき1部（保護者分）添付して提出して下さい。
・原本は登録児を含めた最年長お子さんに添付して下さい。
　　 ・求職活動専念申立書の用紙が必要な方は各児童教室に問い合わせてください。
８、提出先について
　　・各児童教室、または川崎町幼児教育課（かわさきこども園職員室内）
９、申請書提出後
　　・次のようなは場合は必ずご連絡下さい。
　　　①保護者が登録の必要性がなくなったと判断したとき。
　　　②住所、電話番号が変わったとき。
　　　③保護者の勤務先や勤務の状況、連絡先や家庭状況が変わったとき。
１０、その他
　　・提出書類の用紙が不足した時など、コピーして使用して下さい。
　　　また、各児童教室･幼児教育課でも配布しておりますが、川崎町のホームページからも
ダウンロードできますのでご活用下さい。
・児童教室の申請については、必要性の有無について、ご家族でよく話し合ってから提出するようにお願いします。



◎不明な点がございましたら、下記へお問い合わせ下さい。





川崎児童教室　84－6606


碁石児童教室　86－2880


今宿児童教室　84－4837


幼児教育課　　84－5247








